
緩和ケアチームの基準 2015 年度版	

	

◆本基準は、すべてのがん診療拠点病院の緩和ケアチームが	2020 年に達成しているべき基

準を示す。	

「すべてのがん診療拠点病院の緩和ケアチームが	2020 年に達成しているべき」基準の各項

目は、それぞれ、「がん診療連携拠点病院の指定要件で明記され、全ての拠点病院で達成す

ることが義務化されたとしても適切と考えられるレベル」を想定している。	

	

◆緩和ケアは、本来がん患者のみでなく、すべての生命が脅かされる疾患を持つ患者・家

族が対象であるが、本基準はわが国の現状に鑑み、がん患者・家族を中心に対応する緩和

ケアチームを想定して作成した。しかしながら、がん以外の患者・家族の緩和ケアを行う

緩和ケアチームに本基準を適用することを妨げるものではない。また、本基準は成人患者

に対する対応を想定して作成されているが、小児患者への対応に本基準を適用することを

妨げるものではない。	

	

◆緩和ケアと腫瘍学の統合（integration）が米国臨床腫瘍学会、ヨーロッパ腫瘍学会等で

推奨されている。しかしながら、統合とは具体的に何を指すのかについて定義は定まって

おらず、本基準では文献レビューをもとに、統合に寄与すると考えられる緩和ケアチーム

のあり方を具体的に記載するよう努めた。	

	

＜本基準における用語の定義＞	

緩和ケア：生命を脅かす疾患に伴う問題に直面する患者と家族の生活の質（QOL）を改善す

るための方策で、疼痛および身体的、心理社会的、スピリチュアルな問題の早期かつ確実

な診断・早期治療によって、苦痛の予防と軽減を図ることを目標とする。（WHO の定義）		

	

緩和ケアチームによるコンサルテーション活動：病院内および地域の医療福祉従事者が抱

えている緩和ケアに関する困難な問題を、日常業務の中でより効果的に解決できるように

するために、緩和ケアチームが該当する医療福祉従事者に対して専門的な知識・技術に基

づいて行う支援のこと。相談対応、推奨、ケアのコーディネーションを含んだ間接的な介

入と、直接ケアに大きく分類できる。どのような活動の形態をとるかは、地域や施設の文

化や事情に合わせて行う必要があると考えたため本基準では言及しないこととした。	

緩和ケアチームによる間接的な介入：緩和ケアチームが直接治療やケアを行うのではなく、

患者・家族のケアにあたる医療福祉従事者にそれぞれの役割を示し、現在行っている治療・

ケアを評価し、必要に応じて各々に対して推奨等を行い、ケアの包括性と継続性を維持す

ること。	



	

緩和ケアチームによる直接ケア：緩和ケアチームが患者・家族をアセスメントし、直接必

要な治療・ケア・相談調整を行うこと。	

	

医療福祉従事者：患者・家族の医療・保健・福祉に関する業務に携わる者、例えば医師、

看護師、保健師、医療ソーシャルワーカー、薬剤師、心理士、管理栄養士、リハビリテー

ション専門職、介護職、ケアマネジャーなどがあげられる。	

	

連携：ある目的のために、複数の主体が連絡を取り合い、お互いの役割を調整して物事を

行うこと	 	

	

協働：ある目的のために、複数の主体が責任と役割をあらかじめ分担し、協力してともに

働くこと	

	

ベンチマーキング：施設の活動状況を示すデータを測定し、標準やベストプラクティスと

比べてその施設の現状がどの程度なのかを理解すること	

	

啓発：気づかない点を教え示して、より高い認識や理解に導くこと	

	

教育：ある人間を望ましい姿に変化させるために、身心両面にわたって、意図的、計画的

に働きかけること	

	 	



＜構造＞	

Ⅰ．理念・基本方針	 	

1. 理念	

(1) 緩和ケアチームは、患者・家族の QOL を向上させるために、緩和ケアに関する

専門的な臨床知識・技術により、病院内および地域の医療福祉従事者に対する

コンサルテーション活動を行う	

(2) 緩和ケアチームは、患者・家族の QOL を向上させるために、医療福祉従事者、

患者・家族、地域住民に対して緩和ケアに関する教育・啓発活動を行う	

	

2. 基本方針	

(1) 病院内および地域の医療福祉従事者を対象としたコンサルテーション活動（相談、

支援）を行う	

(2) 病院内のリソースと協働し、患者・家族のもつ、多面的な苦痛やニーズを拾いあ

げ、必要な治療やケアを提供する	

(3) 多職種で患者・家族の包括的アセスメントを行い、依頼元の医療福祉従事者と共

有する	

(4) 患者・家族のケアに関する目標と方針は、依頼元の医療福祉従事者のみならず、

緩和ケアチーム内で話し合って決定し、共有する	

(5) 依頼元の医療福祉従事者と合意のうえ、必要に応じて患者・家族に直接ケアを行

う	

(6) 診断早期から、患者の必要に応じて、疾患の経過を改善する目的で行われる治療

（disease	modifying	treatment）と並行して緩和ケアを提供する	

(7) 患者・家族だけでなく、病院・地域の特性や医療福祉従事者の緩和ケアに関する

ニーズに合わせて活動する	

(8) 患者・家族のニーズに応じ、入院中のみならず外来や地域においても、切れ目の

ない緩和ケアを提供できるようにする	

(9) 病院内の医療福祉従事者を対象として、緩和ケアに関する教育・啓発活動を行う	

(10)独自で、もしくは他のリソースと協働して、地域の医療福祉従事者を対象とした、

緩和ケアに関する教育・啓発活動を行う	

(11)独自で、もしくは他のリソースと協働して、地域住民を対象とした、緩和ケアに

関する教育・啓発活動を行う	

	

Ⅱ．ケアの提供体制	

1. チームを構成する職種と協働する職種	

(1) 以下の職種を含むか、必要に応じて協働できる体制をとっている（協働する職



種は院内に確保することが望ましいが、随時相談が可能な院外のリソースでも

よい	 例）院内に歯科医師はいないが、随時相談できる歯科医師がいる）	

(ア)身体症状の緩和に習熟した医師	

(イ)精神症状の緩和に習熟した医師	

(ウ)緩和ケア領域での専門／認定資格を持つ看護師	

(エ)緩和ケアに習熟した薬剤師	

(オ)医療ソーシャルワーカー	

(カ)医療心理に携わる者（心理士など）	

(キ)リハビリテーションに関する医療福祉従事者（理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士など）	

(ク)管理栄養士	

(ケ)歯科医師・歯科衛生士	

(コ)緩和ケアに関するリンクスタッフ（外来、病棟、診療科などの施設内の各部

署において、その部署の緩和ケアを担当・統括する医療福祉従事者）	

(サ)がん治療ならびにその有害事象に習熟した医師・看護師・薬剤師	

(シ)退院支援・調整部門担当者	

(ス)医療事務	

	

2．	 活動体制の整備	

(1) 病院内で緩和ケアチームが組織上、明確に位置づけられている	

(2) 病院内に緩和ケアチームの理念・基本方針を開示している	

(3) 病院内・地域で緩和ケアチームが果たす役割と責任の範囲を明確にしている	

(4) 緩和ケアチームの年次目標が定められている	

(5) 緩和ケアチームの体制（病院内での位置づけ、構成要員、活動時間、活動内容

など）について、病院内の医療福祉従事者および患者・家族に周知している	

(6) 緩和ケアチームへの依頼方法（依頼できる職種、手段など）について、病院内

に周知している	

(7) 医師のみならず、多職種の医療福祉従事者からコンサルテーションを受けてい

る	

(8) 病気の時期にかかわらず治療と並行して緩和ケアチームを利用できる体制を整

備し、患者・家族、医療福祉従事者に周知している	

(9) 外来で緩和ケアが提供できるよう、緩和ケア外来を整備し、患者・家族・医療

福祉従事者に周知している	

(10)関連部署と協働して苦痛のスクリーニングを実施し、患者・家族のつらさを拾

いあげている	

(11)苦痛のスクリーニングの結果に応じて、その対応方法や緩和ケアチームへのコ



ンサルテーションの目安となる基準（クライテリア）を明示している	

(12)依頼に迅速に対応できる体制を整備している	

(13)地域住民に対して緩和ケアを受けることができることを広報する手段を持って

いる（例：ホームページ、広報誌など）	

(14)地域の医療福祉従事者からコンサルテーションを受けられるような体制を整備

し、患者・家族・医療福祉従事者に周知している	

※地域・病院の状況に応じて様々な方法がある（電話で相談を受ける、メール

等を利用して相談を受ける、実際に一緒に患者を診察しに行く、など）	

(15)関連部署と連携し、必要に応じて患者・家族に患者会、患者サロン、患者支援

団体、遺族会に関する情報を提供している	

＜プロセス＞	

Ⅲ．活動内容	

1. 臨床活動	

(1) 患者・家族への対応：主として以下の支援を行っている	

(ア)痛みの緩和	

(イ)痛み以外の身体症状の緩和	

(ウ)精神症状の緩和（不安、抑うつ、せん妄、不眠など）	

(エ)疾患に対する治療の有害事象に対する治療・ケア	

(オ)精神的支援	

(カ)治療・療養に伴う経済的問題への支援	

(キ)治療・療養に関する意思決定の支援	

(ク)治療・療養環境の調整に関する支援	

(ケ)家族・遺族への支援	

(コ)ケアにかかわる医療福祉従事者自身の苦悩に関する支援	

	

(2) 終末期の諸問題への対応：主として以下に関する支援を行っている	

(ア)看取り	

(イ)適切な鎮静の適応判断と実施	

(ウ)治療の差し控えと中止	

(エ)悲嘆への対応	

	

(3) コンサルテーション活動の手順	

(ア)依頼元の医療福祉従事者からの情報、患者の診察、家族との面談、診療録、種々

の検査結果などに基づいて患者・家族を包括的にアセスメントし、推奨および

直接ケアを行っている	



(イ)アセスメントは、標準化されたツールを用いて行っている	

(ウ)推奨および直接ケアは患者・家族の個別性に配慮し、診療ガイドライン等に基

づいて行っている	

(エ)アセスメント／推奨の内容について依頼元の医療福祉従事者と話し合っている	

(オ)アセスメント／推奨／直接ケアの内容は、診療録などに記載している	

(カ)推奨／直接ケアの結果についてフォローアップし、見直しを行っている	

(キ)患者の診察・直接ケアを行う際は主治医の了解を得て行っている	

(ク)直接ケアを行う場合、その内容について患者・家族に説明し同意を得ている	

(ケ)患者・家族に対し、必要に応じて、病状・症状・これからの経過・過ごし方な

どについて説明や情報提供を行っている	

(コ)必要に応じて、依頼元の医療福祉従事者とカンファレンスを持っている	

(サ)緩和ケアチーム内で定期的にカンファレンスを行い、治療・ケアの方針を統一

している	

(シ)キャンサーボードなど他の専門家が参加するカンファレンスに参加し、緩和ケ

アの専門知識を用いて、患者の治療方針決定に参加している	

	

(4) ケアの連携と調整	

(ア)病院内では、リンクスタッフと協働して、病棟や部署における基本的緩和ケア

の質の向上を図っている	

(イ)必要に応じて院内・地域の専門家に患者・家族を適切に紹介している	

	

(5) 地域連携	

(ア)患者の治療・療養場所が変わるとき、必要に応じて継続して緩和ケアが提供で

きるように調整を行っている	

(イ)地域において緩和ケアを提供しているリソース（機関や個人）を把握し、必要

に応じて患者・家族、医療福祉従事者に情報提供している	

	

2. リソースとの協働・連携と運用	

(1) 院内リソースとの協働・連携	

院内の以下の職種・リソースと協働・連携してケアにあたっている	

(ア)他の専門性を持つ医師・看護師	

(イ)他の専門性を持つ多職種チーム	

(ウ)相談支援部門担当者	

(エ)がん看護相談・がん看護外来	

	

(2) 地域リソースとの協働・連携	



地域の以下の施設と協働・連携してケアにあたっている	

(ア)病院	

(イ)診療所	

(ウ)訪問看護ステーション	

(エ)保険薬局	

(オ)緩和ケア病棟	

(カ)他の病院の緩和ケアチーム	

(キ)地域包括支援センター	

(ク)介護福祉事業所	

(3) リソースの運用	

(ア)リンクスタッフの活動支援を行っている	

(イ)平日は毎日、入院患者の新規依頼を受けコンサルテーション活動を実施してい

る	

(ウ)平日は毎日、外来患者の依頼を受けコンサルテーション活動を実施している	

(エ)病棟や外来に定期的に出向き、隠れた症状緩和等のニーズを確認し、必要に応

じて助言を行っている	

(オ)平日は毎日、チームメンバーが担当入院患者の情報を把握している	

(カ)夜間や休日でも、求めに応じて入院患者の耐え難い苦痛に対応している	

(キ)患者家族・遺族の緩和ケアに関する相談に対応している	

(ク)病院内で共通して利用できる標準化された評価方法や緩和ケアマニュアルを整

備し運用している	

(ケ)他の専門的緩和ケアを提供する医療福祉従事者・機関※と連携し、地域の緩和

ケア全体を統括できるような緩和ケア専門家間のネットワークを構築している	

※具体的には、病院、診療所、訪問看護ステーション、保険薬局、緩和ケア病棟、他の病院の緩和

ケアチーム、地域包括支援センター、介護福祉事業所、患者会・患者支援団体などを指す。	

	

3. 教育・啓発活動	

(1) リンクスタッフに対して、基本的緩和ケアに関する教育と、日常診療・ケアで遭

遇することの多い事項に関する専門的な緩和ケアの教育を行っている	

(2) 病院内および地域の医療福祉従事者に対し、日々の臨床活動を通して緩和ケアに

関する教育・啓発を行っている	

(3) 病院内および地域の医療福祉従事者に対し、緩和ケアに関する勉強会・講習会な

どを定期的に行っている	

(4) 病院内および地域の医療福祉従事者に対し、終末期のプロセス（看取り、適切な

鎮静の実施、治療の差し控えと中止、家族・遺族ケア、病院内および地域の医療

福祉従事者に対しての対応など）について教育・啓発を行っている	



(5) 入院・外来通院中の患者・家族に対し、緩和ケアに関する教育・啓発を行ってい

る	

(6) 独自で、もしくは他のリソースと協働して、地域住民に対して緩和ケアに関する

教育・啓発活動を行っている	

(7) 独自で、もしくは他のリソースと協働して、地域住民に対して緩和ケアに関する

情報発信を行っている	

	

	

Ⅳ．ケアの質の評価と改善	

１．ケアの質の評価と改善 
(1) 緩和ケアチーム内で定期的に症例検討・カンファレンスを行い、依頼された患者に

対する活動を評価・改善している	

(2) 地域の緩和ケアチーム同士で、緩和ケアチーム活動に関する情報交換を行う機会を

持ち、知識や技術の向上に努めている	

(3) 緩和ケアチームのメンバーは、最新の緩和ケアに関する学習を積極的に行っている	

(4) 学会・研究会での発表や論文投稿により、臨床・教育・研究面における緩和ケアチ

ームの活動内容を発表している	

	

＜アウトカム＞	

Ⅴ．活動の評価	

1. 活動の自己評価と公開	

(1) 依頼された患者および緩和ケアチームの活動に関する情報（疾患名、依頼理由、

依頼数など）を収集・分析し、緩和ケアチームの活動を評価している	

(2) 緩和ケアチームの活動を院内・地域に公開し、発表している	

(3) 緩和ケアチームの年次診療実績を把握し、公開している	

(4) 緩和ケアに関連する薬剤・医療機器・医療器具などの院内における使用状況を把

握し、分析している	

	

2. 活動の相互評価・他者評価	

(1) 国内で活動する緩和ケアチームなどを対象にベンチマーキングを実施し、自チー

ムの活動を見直す機会を持っている	

	

	


